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(57)【要約】
　ディジタル文書のページを構成する一連のコンピュー
タグラフィックスを自動動画化する装置であって、その
記憶装置は、対向するレイアウト領域および前景平面お
よび背景平面を含むレイアウトデータレコードを有し、
そのコンピュータグラフィックスを特別な方法で割り当
て、その処理装置は、描画のためにレイアウトデータレ
コードを供給しながら第２コンピュータグラフィックス
の描画幅を段階的に減少させ、第１コンピュータグラフ
ィックスを第１レイアウト領域の背景平面に割り当て、
第１レイアウト領域の前景平面に割り当てられた第１コ
ンピュータグラフィックスに近似的に零の描画幅を割り
当て、描画のためにレイアウトデータレコードを供給し
ながら第３コンピュータグラフィックスの描画幅を段階
的に増大させる、自動動画化装置並びに方法、レイアウ
トデータレコードの供給装置および方法、配置、コンピ
ュータプログラム製品およびそのためのデータ構造製品
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理装置（１１０，３１０）および記憶装置（１１４，３１４）を備えた、ディジタル
文書のページを構成する一連のコンピュータグラフィックス（５１～５６）の自動動画化
装置（１，３）において、
　前記記憶装置がレイアウトデータレコード（４，１１６）を有し、該レイアウトデータ
レコード内には、背景平面（２２，１２２）および前景平面（２４，１２４）を有する第
１レイアウト領域（２０，１２０）と、該第１レイアウト領域に対向する、背景平面（３
２，１３２）および前景平面（３４，１３４）を有する第２レイアウト領域（３０，１３
０）とが割り付けられ、
　前記レイアウトデータレコードには、第１コンピュータグラフィックス（５３）、第２
コンピュータグラフィックス（５４）、第３コンピュータグラフィックス（５５）および
第４コンピュータグラフィックス（５６）が割り当てられ、
　前記第１コンピュータグラフィックスは前記第１レイアウト領域の前景平面に割り当て
られ、前記第２コンピュータグラフィックスは前記第２レイアウト領域の前景平面に割り
当てられ、前記第３コンピュータグラフィックスは前記第１レイアウト領域の前景平面に
割り当てられ、且つ該第３コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が割り当
てられ、並びに前記第４コンピュータグラフィックスは前記第２レイアウト領域の背景平
面に割り当てられ、
　描画のためにレイアウトデータレコードを供給しながら、前記第２コンピュータグラフ
ィックスの描画幅（ａ，ｂ）を段階的に減少させるように処理装置が形成され、
　前記第１コンピュータグラフィックスを前記第１レイアウト領域の背景平面に割り当て
るように処理装置が形成され、
　前記第１レイアウト領域の前景平面に割り当てられた前記第１コンピュータグラフィッ
クスに、近似的に零の表示幅が割り当てられるように処理装置が形成され、
　描画のためにレイアウトデータレコードを供給しながら、前記レイアウトデータレコー
ド内の前記第３コンピュータグラフィックスの描画幅（ａ，ｂ）を段階的に増大させるよ
うに処理装置が形成されることを特徴とする自動動画化装置（１，３）。
【請求項２】
　第２コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に減少させる間に、段階幅を変化さ
せるように処理装置が形成されることを特徴とする、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　第２コンピュータグラフィックスの描画幅の減少に伴って、段階幅を増大させるように
処理装置が形成されることを特徴とする、請求項２記載の装置。
【請求項４】
　第２コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に減少させる２つの連続する段階の
間の時間間隔を変化させるように処理装置が形成されることを特徴とする、請求項１～３
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　描画幅の減少に伴って時間間隔を減少させるように処理装置が形成されることを特徴と
する、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　第１レイアウト領域に割り当てられたコンピュータグラフィックスが、第２レイアウト
領域に方向付けられるようにレイアウトデータレコードが形成されることを特徴とする、
請求項１～５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　第２レイアウト領域に割り当てられたコンピュータグラフィックスが、第１レイアウト
領域に方向付けられるようにレイアウトデータレコードが形成されることを特徴とする、
請求項１～６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
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　第１レイアウト領域と第２レイアウト領域とが境界面を形成することを特徴とする、請
求項１～７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　レイアウトデータレコードには、第５コンピュータグラフィックス（５１）および第６
コンピュータグラフィックス（５２）が割り当てられ、
　前記第５コンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の背景平面に割り当てられ
、前記第６コンピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の前景平面に割り当てられ
、且つ該第６コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が割り当てられ、
　描画のためにレイアウトデータレコードを提供しながら、前記第１コンピュータグラフ
ィックスの描画幅を段階的に減少させるように処理装置が形成され、
　前記第２コンピュータグラフィックスを前記第２レイアウト領域の背景平面に割り当て
るように処理装置が形成され、
　前記第２レイアウト領域の前景平面に割り当てられた前記第２コンピュータグラフィッ
クスに、近似的に零の描画幅が割り当てられるように処理装置が形成され、
　描画のためにレイアウトデータレコードを提供しながら、前記第６コンピュータグラフ
ィックスの描画幅を段階的に増加させるように処理装置が形成されることを特徴とする、
請求項１～８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　レイアウトデータレコードが、少なくとも一部ＳＧＭＬを使用して形成されることを特
徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　レイアウトデータレコードが、少なくとも一部ＨＴＭＬを使用して形成されることを特
徴とする、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　レイアウトデータレコードが、少なくとも１つの第１カラム（２０，１２０）および少
なくとも１つの第２カラム（３０，１３０）を含むテーブルエレメント（１１８）を有し
、前記第１カラムは第１レイアウト領域を含み、前記第２カラムは第２レイアウト領域を
含むことを特徴とする、請求項１～１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　レイアウトデータレコードが、少なくとも１つの第１ライン（２０，１２０）および少
なくとも１つの第２ライン（３０，１３０）を含むテーブルエレメント（１１８）を有し
、前記第１ラインは第１レイアウト領域を含み、前記第２ラインは第２レイアウト領域を
含むことを特徴とする、請求項１～１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　少なくとも１つの背景グラフィックスエレメント（２２，３２，１２２，１３２）と少
なくとも１つの前景グラフィックスエレメント（２４，３４，１２４，１３４）とを関連
づけて、前記背景グラフィックスエレメントが背景平面を含み、前記前景グラフィックス
エレメントが前景平面を含むようにテーブルエレメントが形成されることを特徴とする、
請求項１２または１３に記載の装置。
【請求項１５】
　スクリプト言語プログラムを実行して、描画幅を割り当て、および／または段階的に減
少および／または増大させるように処理装置が形成されることを特徴とする、請求項１～
１４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　ディジタル文書のページを構成する一連のコンピュータグラフィックスの自動動画化方
法において、
　レイアウトデータレコードを選択するステップ（２０００）であって、該レイアウトデ
ータレコード内には、背景平面（２２，１２２）および前景平面（２４，１２４）を有す
る第１レイアウト領域（２０，１２０）と、該第１レイアウト領域に対向する、背景平面
（３２，１３２）および前景平面（３４，１３４）を有する第２レイアウト領域（３０，



(4) JP 2011-511991 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

１３０）とが割り付けられ、
　さらに前記レイアウトデータレコードには、第１コンピュータグラフィックス、第２コ
ンピュータグラフィックス、第３コンピュータグラフィックスおよび第４コンピュータグ
ラフィックスが割り当てられ、
　さらに前記第１コンピュータグラフィックスは前記第１レイアウト領域の前景平面に割
り当てられ、前記第２コンピュータグラフィックスは前記第２レイアウト領域の前景平面
に割り当てられ、前記第３コンピュータグラフィックスは前記第１レイアウト領域の前景
平面に割り当てられ、且つ該第３コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が
割り当てられ、並びに前記第４コンピュータグラフィックスは前記第２レイアウト領域の
背景平面に割り当てられる、選択ステップ（２０００）と、
　前記第２コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に減少させるステップ（２０２
０～２０５０）と、
　前記第１コンピュータグラフィックスを前記第１レイアウト領域の背景平面に割り当て
るステップ（２１００）と、
　前記第１レイアウト領域の前景平面に割り当てられた前記第１コンピュータグラフィッ
クスの描画幅を近似的に零に調整するステップ（２１１０）と、
　前記第３コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に増大させるステップ（２１２
０～２１５０）とを有し、
　前記第２コンピュータグラフィックスの描画幅の段階的な減少と、前記第３コンピュー
タグラフィックスの描画幅の段階的な増大とが、描画のためにレイアウトデータレコード
を供給（２０４０，２１４０）しながら行われることを特徴とする、請求項１～１５のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　第２コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に減少させる間に、段階幅を変更さ
せる（２０２０）ことを特徴とする、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　第２コンピュータグラフィックスの描画幅（ａ）の減少に伴って、段階幅を増大させる
ことを特徴とする、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　第２コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に減少させる（２０３０）２つの連
続する段階の間の時間間隔を変更させることを特徴とする、請求項１６～１８のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２０】
　描画幅（ａ）の減少に伴って時間間隔を減少させることを特徴とする、請求項１９に記
載の方法。
【請求項２１】
　第１レイアウト領域に割り当てられたコンピュータグラフィックスが、第２レイアウト
領域に方向付けられるようにレイアウトデータレコードが選択されることを特徴とする、
請求項１６～２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　第２レイアウト領域に割り当てられたコンピュータグラフィックスが、第１レイアウト
領域に方向付けられるようにレイアウトデータレコードが選択されることを特徴とする、
請求項１６～２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　第１レイアウト領域と第２レイアウト領域とが境界面を形成するようにレイアウトデー
タレコードが選択されることを特徴とする、請求項１６～２２のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２４】
　レイアウトデータレコードに、第５コンピュータグラフィックスおよび第６コンピュー
タグラフィックスが割り当てられ、
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　さらに前記第５コンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の背景平面に割り当
てられ、前記第６コンピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の前景平面に割り当
てられ、且つ該第６コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が割り当てられ
、
　さらに、第１コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に減少させるステップ（２
２００～２２３０）と、
　第２コンピュータグラフィックスを前記第２レイアウト領域の背景平面に割り当てるス
テップ（２３００）と、
　前記第２レイアウト領域の前景平面に割り当てられた前記第２コンピュータグラフィッ
クスの描画幅を近似的に零に調整するステップ（２３１０）と、
　前記第６コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に増大させるステップ（２３２
０～２３５０）とを有し、
　前記第１コンピュータグラフィックスの描画幅の段階的な減少と、前記第６コンピュー
タグラフィックスの描画幅の段階的な増大とが、描画のためにレイアウトデータレコード
を供給（２２２０，２３４０）しながら行われることを特徴とする、請求項１６～２３の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　第１コンピュータグラフィックス（５３）、第２コンピュータグラフィックス（５４）
、第３コンピュータグラフィックス（５５）および第４コンピュータグラフィックス（５
６）を選択するように処理装置が形成され、
　記憶装置内でレイアウトデータレコード（１１６）が生成され、該レイアウトデータレ
コード内に、背景平面（２２，１２２）および前景平面（２４，１２４）を有する第１レ
イアウト領域（２０，１２０）と、該第１レイアウト領域に対向する、背景平面（３２，
１３２）および前景平面（３４，１３４）を有する第２レイアウト領域（３０，１３０）
が割り付けられるように処理装置が形成され、
　前記第１コンピュータグラフィックスは前記第１レイアウト領域の前景平面に割り当て
られ、前記第２コンピュータグラフィックスは前記第２レイアウト領域の前景平面に割り
当てられ、前記第３コンピュータグラフィックスは前記第１レイアウト領域の前景平面に
割り当てられ、且つ該第３コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が割り当
てられ、並びに前記第４コンピュータグラフィックスは前記第２レイアウト領域の背景平
面に割り当てられるように処理装置が形成されることを特徴とする、処理装置（２１０）
および記憶装置（２１４）を有する、請求項１～１５のいずれか一項に記載の装置のため
のレイアウトデータレコードを供給する装置（２）。
【請求項２６】
　第５コンピュータグラフィックス（５１）および第６コンピュータグラフィックス（５
２）を選択するように処理装置が形成され、
　前記第５コンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の背景平面に割り当てられ
、前記第６コンピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の前景平面に割り当てられ
、且つ該第６コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が割り当てられること
を特徴とする、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　第１レイアウト領域に割り当てられたコンピュータグラフィックスが、第２レイアウト
領域に方向付けられるように処理装置が形成されることを特徴とする、請求項２５または
２６に記載の装置。
【請求項２８】
　第２レイアウト領域に割り当てられたコンピュータグラフィックスが、第１レイアウト
領域に方向付けられるように処理装置が形成されることを特徴とする、請求項２５～２７
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２９】
　少なくとも一部ＳＧＭＬを使用してレイアウトデータレコードを生成するように処理装
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置が形成されることを特徴とする、請求項２５～２８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３０】
　少なくとも一部ＨＴＭＬを使用してレイアウトデータレコードを生成するように処理装
置が形成されることを特徴とする、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　レイアウトデータレコード内で少なくとも１つの第１カラム（２０，１２０）および少
なくとも１つの第２カラム（３０，１３０）を含むテーブルエレメント（１１８）を生成
し、前記第１カラムは第１レイアウト領域を含み、前記第２カラムは第２レイアウト領域
を含むように処理装置が形成されることを特徴とする、請求項２５～３０のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項３２】
　レイアウトデータレコード内で少なくとも１つの第１ラインおよび少なくとも１つの第
２ラインを含むテーブルエレメントを生成し、その場合に前記第１ラインは第１レイアウ
ト領域を含み、前記第２ラインは第２レイアウト領域を含むように処理装置が形成される
ことを特徴とする、請求項２５～３０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項３３】
　テーブルエレメント内で少なくとも１つの背景グラフィックスエレメント（２２，３２
，１２２，１３２）と少なくとも１つの前景グラフィックスエレメント（２４，３４，１
２４，１３４）とを生成し、前記背景グラフィックスエレメントは背景平面を含み、前記
前景グラフィックスエレメントは前景平面を含むように処理装置が形成されることを特徴
とする、請求項３１または３２に記載の装置。
【請求項３４】
　第１コンピュータグラフィックス、第２コンピュータグラフィックス、第３コンピュー
タグラフィックスおよび第４コンピュータグラフィックスを選択するステップ（１０００
）と、
　記憶装置内でレイアウトデータレコード（１１６）を生成し、背景平面（２２，１２２
）および前景平面（２４，１２４）を有する第１レイアウト領域（２０，１２０）と、該
第１レイアウト領域に対向する、背景平面（３２，１３２）および前景平面（３４，１３
４）を有する第２レイアウト領域（３０，１３０）とをレイアウトデータレコード内に割
り付けるステップ（１０１０）と、
　前記第１コンピュータグラフィックスを前記第１レイアウト領域の前景平面に割り当て
るステップ（１０２０）と、
　前記第２コンピュータグラフィックスを前記第２レイアウト領域の前景平面に割り当て
るステップ（１０３０）と、
　前記第３コンピュータグラフィックスを前記第１レイアウト領域の前景平面に割り当て
、且つ該第３コンピュータグラフィックスの描画幅を近似的に零に調整するステップ（１
０４０）と、
　前記第４コンピュータグラフィックスを前記第２レイアウト領域の背景平面に割り当て
るステップ（１０５０）とを有することを特徴とする、レイアウトデータレコードを供給
するための、請求項２５～３３のいずれか一項に記載の装置のための方法。
【請求項３５】
　第１レイアウト領域に割り当てられたコンピュータグラフィックスが、第２レイアウト
領域に方向付けられる（１０８０）ことを特徴とする、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　第２レイアウト領域に割り当てられたコンピュータグラフィックスが、第１レイアウト
領域に方向付けられる（１０８０）ことを特徴とする、請求項３４または３５に記載の方
法。
【請求項３７】
　レイアウトデータレコードが、少なくとも一部ＳＧＭＬを使用して生成されることを特
徴とする、請求項３４～３６のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項３８】
　レイアウトデータレコードが、少なくとも一部ＨＴＭＬを使用して生成されることを特
徴とする、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　第５コンピュータグラフィックスおよび第６コンピュータグラフィックスが選択され（
１０００）、さらに、
　前記第５コンピュータグラフィックスを第１レイアウト領域の背景平面に割り当てるス
テップ（１０６０）と、
　前記第６コンピュータグラフィックスを第２レイアウト領域の前景平面に割り当て、且
つ該第６コンピュータグラフィックスの描画幅を近似的に零に調整するステップ（１０７
０）とを有することを特徴とする、請求項３４～３８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４０】
　ディジタル文書のページを構成する一連のコンピュータグラフィックスを、請求項１～
１５のいずれか一項記載の装置および請求項２５～３３のいずれか一項に記載の装置を用
いて自動動画化するための配置。
【請求項４１】
　請求項１６～２４のいずれか一項および／または請求項３４～３９のいずれか一項に記
載の方法を実行するための、コンピュータ読取可能なプログラム手段を有する、コンピュ
ータ読取可能な記憶媒体上に記憶されたコンピュータプログラム。
【請求項４２】
　請求項１６～２４の一項いずれかおよび／または請求項３４～３９のいずれか一項に記
載の方法を実行するための、コンピュータ読取可能なプログラム手段を有する、ディジタ
ル搬送波において具体化されるコンピュータプログラム。
【請求項４３】
　レイアウトデータレコード内に、背景平面（２２，１２２）および前景平面（２４，１
２４）を有する第１レイアウト領域（２０，１２０）と、該第１レイアウト領域に対向す
る、背景平面（３２，１３２）および前景平面（３４，１３４）を有する第２レイアウト
領域（３０，１３０）とが割り付けられ、
　さらに前記レイアウトデータレコードには、第１コンピュータグラフィックス、第２コ
ンピュータグラフィックス、第３コンピュータグラフィックスおよび第４コンピュータグ
ラフィックスが割り当てられ、前記第１コンピュータグラフィックスおよび前記第２コン
ピュータグラフィックスは、両面ディジタル文書の開いた前側を形成し、前記第３コンピ
ュータグラフィックスおよび前記第４コンピュータグラフィックスは、ページ送り後の文
書の開いた前側を形成し、
　さらに前記第１コンピュータグラフィックスは前記第１レイアウト領域の前景平面に割
り当てられ、前記第２コンピュータグラフィックスは前記第２レイアウト領域の前景平面
に割り当てられ、前記第３コンピュータグラフィックスは前記第１レイアウト領域の前景
平面に割り当てられ、且つ該第３コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が
割り当てられ、並びに前記第４コンピュータグラフィックスは前記第２レイアウト領域の
背景平面に割り当てられるレイアウトデータレコードを有する、請求項１～１５のいずれ
か一項に記載の装置のための、コンピュータ読取可能な記憶媒体に記憶され、および／ま
たはディジタル搬送波において具体化されるデータ構造製品。
【請求項４４】
　レイアウトデータレコードに第５コンピュータグラフィックスおよび第６コンピュータ
グラフィックスが割り当てられ、前記第５コンピュータグラフィックスおよび第６コンピ
ュータグラフィックスは、ページ戻し後の文書の開いた前側を形成し、
　さらに、前記第５コンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の背景平面に割り
当てられ、前記第６コンピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の前景平面に割り
当てられ、且つ該第６コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が割り当てら
れることを特徴とする、請求項４３に記載のデータ構造製品。



(8) JP 2011-511991 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、処理装置および記憶装置を備えた、ディジタル文書のページを構成する一連
のコンピュータグラフィックスの自動動画化装置並びに方法、レイアウトデータレコード
を供給する装置および方法、配置、コンピュータプログラム製品およびそのためのデータ
構造製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば電子書籍などのディジタル文書（電子文書）について考えると、電子文書の読み
取りを容易にする表示手段および表示方法が従来技術からよく知られている。その場合、
文書内容を閲覧者が容易に理解できるようにし、この文書内容を、装丁された本など、通
常の表示方式の表示に近づけて自動で修正および描画するように特に努力がなされている
。
【０００３】
　特許文献１のドイツ語翻訳である特許文献２からは、ディジタル文書を読む場合に、実
際の文書レイアウトとは関係なく内容の流れを追うことができるようにし、文書中に含ま
れる段落や節を結びつけることによって、その順序を明確にした電子文書の描画方法がよ
く知られている。このようにして、１つの記事の内容の流れが１ページを超える場合でも
、内容に関連する主題を表示手段によって理路整然と描画することができるようになる。
【０００４】
　その場合、あるページをスクロールするだけでなく、ページ間を切り替えることも必要
となる。このため、特に、描画ページがコンピュータグラフィックスによって形成され（
テキストグラフィックス）文字が符号化されていない場合には、特定のリソースが必要と
なる。
【０００５】
　特許文献３からは、上記のような切り替えを印象的に描画するために、ディジタル文書
のページの電子ページめくり装置がよく知られている。この装置は、特殊な操作機器によ
ってユーザに知覚的対話を提供し、従来の（紙の）印刷製品のページをめくる視覚的印象
をモニタに提供する。その場合、この操作機器の操作は、運動方向および運動速度に応じ
て、図形により表されたページめくりの動画を直接制御する。その場合、視覚的印象をさ
らに強めるために、個々のディジタルページを一連の重なった単独ページとして描画する
ことが提案される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】欧州特許第０７０１２２０号明細書
【特許文献２】独国特許発明第６９５２１５７５号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１０２０７１１５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながらこの解決法では、多数のディジタル書籍のページを、迅速なアクセスのた
めに予め保持しなければならず、またこれをユーザの入力後すぐに、ページめくり運動の
対応するグラフィック描画へその都度動的に変換しなければならないので、通常記憶容量
および演算容量に対する要求が高くなる。迅速なアクセス性を必要とするため、さらにほ
ぼ全てのディジタル文書を表示装置内に揃えておかなければならず、そのためディジタル
文書がネットワークによって供給される場合、さらに多くの通信リソースが使用される。
【０００８】
　従って、本発明の課題は、ページめくりの視覚効果を生じさせ、その場合に従来技術か
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ら公知の解決法に比べて記憶リソースおよび通信リソースに対する必要量を減少させるこ
とによってリソース効率が改良されるように、ディジタル文書のページを構成する一連の
コンピュータグラフィックスを自動動画化する装置および方法並びにレイアウトデータレ
コードを供給する装置および方法、配置、コンピュータプログラム製品およびそのための
データ構造製品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によると、この課題は、請求項１、１６、２５、３４、４０、４１、４２および
４３の対象によって解決される。
【００１０】
　請求項１による本発明は、処理装置および記憶装置を備えた、ディジタル文書のページ
を構成する一連のコンピュータグラフィックスの自動動画化装置を提供し、この装置は、
－記憶装置がレイアウトデータレコードを有し、このレイアウトデータレコード内には、
背景平面および前景平面を有する第１レイアウト領域と、この第１レイアウト領域に対向
する、背景平面および前景平面を有する第２レイアウト領域とが割り付けられ、
－レイアウトデータレコードには、第１、第２、第３および第４コンピュータグラフィッ
クスが割り当てられ、第１および第２コンピュータグラフィックスは、両面ディジタル文
書の開いた前側を形成し、第３および第４コンピュータグラフィックスは、ページ送り後
の文書の開いた前側を形成し、
－第１コンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の前景平面に割り当てられ、第
２コンピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の前景平面に割り当てられ、第３コ
ンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の前景平面に割り当てられ、且つこの第
３コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が割り当てられ、並びに第４コン
ピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の背景平面に割り当てられ、
－描画のためにレイアウトデータレコードを供給しながら、第２コンピュータグラフィッ
クスの描画幅を段階的に減少させるように処理装置が形成され、
－第１コンピュータグラフィックスを第１レイアウト領域の背景平面に割り当てるように
処理装置が形成され、
－第１レイアウト領域の前景平面に割り当てられた第１コンピュータグラフィックスに、
近似的に零の描画幅が割り当てられるように処理装置が形成され、
－描画のためにレイアウトデータレコードを供給しながら、レイアウトデータレコード内
の第３コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に増大させるように処理装置が形成
されることを特徴とする。
【００１１】
　レイアウトデータレコードを使用することによって、図形によるページめくりの動画化
を自動作成するためのデータ基礎を形成するために、適切な構造化データベースが供給さ
れる。このレイアウトデータレコードは、中に含まれるデータの操作性を容易にし、コン
ピュータ描画において自動評価可能な書式化特性をこれらのデータに指定できるようにす
る。
【００１２】
　このデータレコードには、４つのコンピュータグラフィックスから１つ選択されたもの
が割り当てられ、これらのコンピュータグラフィックスは、それぞれディジタル文書の一
連のページから１ページが形成されることによって、典型的なディジタルページめくり工
程の描画に必要なページグラフィックデータが提供される。そのため、同時アクセスでき
るように予め保持されページめくりを滑らかに動画化するためのデータ量が、レイアウト
データレコードおよびこれに割り当てられた図形によって最小値に減らされ、そのように
すれば、両面の描画および続く両面へのページめくりを動画化するための記憶および通信
の必要量が明らかに減少する。
【００１３】
　第１および第２コンピュータグラフィックスは、両面ディジタル文書の開いた前側を形
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成し、第３および第４コンピュータグラフィックスは、ページ送りの動画化工程後の、当
該文書の開いた前側を形成する。本発明に従って割り当てられた図形を有するレイアウト
データレコードによって、第１および第２グラフィックスから両面が迅速に描画され、実
際に遅れることなく動画化されたページめくりを行うことができる。
【００１４】
　両面の描画時間は、本発明によって形成されたレイアウトデータ構造および割り当てら
れたコンピュータグラフィックスへのアクセスより通常長いので、記憶リソースおよびデ
ータ供給リソースまたは通信リソースをわずかに必要とするだけで、描画、動画化された
ページめくり並びにページめくり後に開かれたページの描画を遅れることなく行うことが
できる。
【００１５】
　本発明によって、背景平面および前景平面を有する２つの向かい合うレイアウト領域が
レイアウトデータ構造内に形成されることと、本発明によって、データレコードの対応す
る属性フィールドへ図形を関連づけることなどによってレイアウト領域の背景平面および
前景平面の平面に４つのコンピュータグラフィックスが割り当てられることによって、動
画化プロセスを、特にリソースを節約しつつ、実質的に広く普及したグラフィック描画プ
ログラムで実現可能な方法で行うことができるようになる。
【００１６】
　第２レイアウト領域内では、前景平面内の第２コンピュータグラフィックスの描画幅が
段階的に減少するのでそれに応じて図形が圧縮され、その場合に背景平面内でまず初めに
隠れていた図形が、その全描画幅を維持しながら（則ち、動画化により引き起こされる圧
縮無しに）段階的に現れる装置が形成されることによって、ページ送り工程で、開かれた
両面の右ページのページ開けを動画化できるようになる。
【００１７】
　第１レイアウト領域内では、第１コンピュータグラフィックスが背景平面に割り当てら
れるので、背景を描画する場合にはまだ第１グラフィックスしか現れず、一方前景領域内
の第１グラフィックスは、近似的に零の描画幅を与えられるように処理装置がさらに形成
されることによって、先行するページ開けによって動いた仮想ページのページ閉じ工程を
準備できるようになる。
【００１８】
　このことは、本発明によって特にリソース効率良く解決される。その場合、労力を要す
るデータ複写操作の代わりに、例えば対応するリファレンスによって実行され得る割り当
てを変更するだけでよく、頻繁に繰り返されるアロケーションおよび記憶場所の明け渡し
の代わりに、対応する割り当てのみを必要とする描画幅を変更するだけでよい。
【００１９】
　近似的に零の描画幅は、この文書内にそれぞれ描画された内容に関してこの描画を閲覧
するユーザが全く若しくはほとんど知覚できない描画幅を意味していて、例えば１０、５
、２ピクセル、または１ピクセル未満、特に０ピクセルの描画幅であるか、若しくは通常
の図形幅の１０、５、２、または１パーセントである。
【００２０】
　レイアウトデータレコード内でレイアウト領域が並んで形成される実施形態では、仮想
垂直結合辺の周りに左ページおよび右ページが生じるので、描画幅は図形の水平幅に対応
する。レイアウトデータレコード内でレイアウト領域が重なって形成される実施形態では
、仮想水平結合辺の周りに上方ページおよび下方ページが生じるので、描画幅は図形の垂
直幅（垂直の延び、則ち高さ）に対応する。
【００２１】
　そのように準備されたレイアウトデータレコードを基にして、第１レイアウト領域内の
前景平面内における第３コンピュータグラフィックスの近似的に零の描画幅をそれから段
階的に増大させるように処理装置が形成されるので、その際図形の圧縮はそれに応じて減
少され、背景平面内で最初は完全に描画されていた図形が、その全描画幅を維持しながら



(11) JP 2011-511991 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

（則ち動画化により引き起こされる圧縮無しに）段階的に隠れるので、ページ閉じを動画
化できるようになる。
【００２２】
　描画のためにレイアウトデータレコードを提供しながら描画幅を段階的に変化させるよ
うに装置が形成されることによって、装置の描画部または描画コンポーネントが、レイア
ウトデータレコードにアクセスし、これを自動的に評価して、対応する視覚的描画を画面
上に生成させることが可能となる。
【００２３】
　動画化に必要な少数のコンピュータグラフィックスを管理する、上記のようにして形成
されたレイアウトデータレコードを結びつけることによって、装置によって準備された動
画化工程に最適な、特別に形成されたこの動画化の機能性を含む方法で、読み取り用リソ
ースを節約してディジタル文書を準備できるだけではなく、その上さらに多大な技術的な
リソースを消費することなくページめくりの視覚効果を生じさせることができる。主とし
て動画化操作を、一方では前景領域および背景領域への割り当てに基づいて行い、他方で
はレイアウトデータレコード内の割り当てられた描画幅の変更に対して行うことによって
、特に演算および記憶に有効な方法が提供され、これは、用途に特有の記憶操作および用
途に特有の多量のグラフィックデータの変換を大幅に省略できるものである。
【００２４】
　提案された解決法によって、ユーザに特に追加の負担を負わせることなく、広く普及し
ている表示装置上でＷＷＷブラウザなどを実現できるようになる。そのため、対応するＷ
ＷＷページを呼び出すＷＷＷブラウザは、付属の図形以外にＨＴＭＬページの形のレイア
ウトデータ構造を備えることができ、このブラウザは、動画化工程の実施に適した、Ｊａ
ｖａスクリプトなどのスクリプトプログラムと同じように構築することができる。
【００２５】
　請求項１による本発明のその他の実施形態は、この請求項に従属する従属請求項に従い
実現される。
【００２６】
　本発明は、第２コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に減少させる過程におい
て段階幅を変更させるように処理装置を形成することによって、さらに発展させた形態に
することができる。このことによって、ページめくりを加速または遅延させることができ
、ページめくり動画化に使用される描画数を変更することができる。
【００２７】
　特に、第２コンピュータグラフィックスの描画幅の減少に伴って段階幅を増大させるよ
うに処理装置を形成することができる。
【００２８】
　代わりにまたは同時に、第２コンピュータグラフィックスの描画幅の段階的減少の、２
つの連続する段階の間の時間間隔を変更させるように装置を形成することができる。この
ようにして、動画化品質を低下させることなくページめくり動画化を加速させることがで
きる。したがって、描画幅の減少に伴って時間間隔を減少させるように処理装置を形成す
ることができる。
【００２９】
　本発明の実施形態では、第１レイアウト領域に割り当てられたコンピュータグラフィッ
クスが第２レイアウト領域に方向付けられ、および／または第２レイアウト領域に割り当
てられたコンピュータグラフィックスが第１レイアウト領域に方向付けられるようにレイ
アウトデータレコードを形成することができる。このことによって、レイアウトデータレ
コードから生じる視覚描画において図形が方向付けられ、これは両面文書で期待されるペ
ージ配置に対応するものである。さらにこの方向付けは、描画幅が増大または減少する場
合にもそのまま保証されるので、幅が広くなるときは、向かい合うページないし向かい合
うレイアウト領域方向から常に幅が広くなり、幅が狭くなるときは、向かい合うページな
いし向かい合うレイアウト領域方向へ向けて常に幅が狭くなる。



(12) JP 2011-511991 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

【００３０】
　第１レイアウト領域と第２レイアウト領域とが境界面を形成するようにレイアウトデー
タレコードを形成することができる。
【００３１】
　－レイアウトデータレコードには、第５および第６コンピュータグラフィックスが割り
当てられ、その場合に第５および第６コンピュータグラフィックスは、ページ戻し後の文
書の開いた前側を形成し、
－第５コンピュータグラフィックスは、第１レイアウト領域の背景平面に割り当てられ、
第６コンピュータグラフィックスは、第２レイアウト領域の前景平面に割り当てられ、且
つこの第６コンピュータグラフィックスには、近似的に零の描画幅が割り当てられ、
－描画のためにレイアウトデータレコードを提供しながら第１コンピュータグラフィック
スの描画幅を段階的に減少させるように処理装置が形成され、
－第２コンピュータグラフィックスを第２レイアウト領域の背景平面に割り当てるように
処理装置が形成され、
－第２レイアウト領域の前景平面に割り当てられた第２コンピュータグラフィックスに、
近似的に零の描画幅が割り当てられるように処理装置が形成され、
－描画のためにレイアウトデータレコードを提供しながら、第６コンピュータグラフィッ
クスの描画幅を段階的に増大させるように処理装置が形成されるように実施形態を構成す
ることができる。
【００３２】
　このことによって、相応な方法で、ページ戻しも動画化できるようになる。第５および
第６グラフィックスを用いて、ページ送り後に現れるページに加えてページ戻し後に現れ
るページの使用が可能となることによって、追加のデータを必要とすることなく、描画さ
れる両面から出発して直接ページ送りまたはページ戻しを動画化できるようになる。
【００３３】
　レイアウトデータレコードが、少なくとも一部ＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｍａｒ
ｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）などのＳＧＭＬ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅ
ｄ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）を使用して形成される場合には、レイアウトデー
タレコードを実現するために実際に適しており、多数のシステムにより支持されるマーク
アップ言語が使用される。
【００３４】
　ＨＴＭＬを実行する場合には、一方で別のレイアウト定義書式でも、レイアウトデータ
レコードは、少なくとも１つの第１カラムおよび少なくとも１つの第２カラムを含むテー
ブルエレメントを有し、第１カラムは第１レイアウト領域を含み、第２カラムは第２レイ
アウト領域を含む。テーブルエレメントは、頻繁に使用できる書式エレメントであり、レ
イアウト領域の定義に適している。
【００３５】
　垂直ページ配置に応じて、レイアウトデータレコードは、少なくとも１つの第１ライン
および少なくとも１つの第２ラインを含むテーブルエレメントを有し、第１ラインは第１
レイアウト領域を含み、第２ラインは第２レイアウト領域を含む。
【００３６】
　その際、少なくとも１つの背景グラフィックエレメントおよび少なくとも１つの前景グ
ラフィックエレメントを関連づけるようにテーブルエレメントを形成することができ、背
景グラフィックエレメントは背景平面を含み、前景グラフィックエレメントは前景平面を
含む。テーブルエレメント内でリファレンスを作成することによって、図形の割り当てを
労力をかけずに実現することができる。
【００３７】
　実施形態では、スクリプト言語プログラム（例えばＪａｖａスクリプト）を実行して、
描画幅を割り当て、および／または段階的に減少および／または増大させるように処理装
置を形成することができる。レイアウトデータレコード内に格納された書式属性は変更す
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ることができる。
【００３８】
　請求項１６による本発明は、請求項１による装置またはその発展形態のための、ディジ
タル文書のページを構成する一連のコンピュータグラフィックスの自動動画化方法を提供
しており、以下のステップ、則ち、
－レイアウトデータレコードを選択するステップであって、このレイアウトデータレコー
ド内には、背景平面および前景平面を有する第１レイアウト領域と、この第１レイアウト
領域に対向する、背景平面および前景平面を有する第２レイアウト領域とが割り付けられ
、
－さらにレイアウトデータレコードには、第１、第２、第３および第４コンピュータグラ
フィックスが割り当てられ、第１および第２コンピュータグラフィックスは、両面ディジ
タル文書の開いた前側を形成し、第３および第４コンピュータグラフィックスは、ページ
送り後の文書の開いた前側を形成し、
－さらに第１コンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の前景平面に割り当てら
れ、第２コンピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の前景平面に割り当てられ、
第３コンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の前景平面に割り当てられ、且つ
この第３コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が割り当てられ、並びに第
４コンピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の背景平面に割り当てられる、レイ
アウトデータレコード選択ステップと、
－第２コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に減少させるステップと、
－第１コンピュータグラフィックスを第１レイアウト領域の背景平面に割り当てるステッ
プと、
－第１レイアウト領域の前景平面に割り当てられた第１コンピュータグラフィックスの描
画幅を近似的に零に調整するステップと、
－第３コンピュータグラフィックスの描画幅を段階的に増大させるステップとを有するこ
とを特徴とし、
第２コンピュータグラフィックスの描画幅の段階的な減少と第３コンピュータグラフィッ
クスの描画幅の段階的な増大とは、表示のためにレイアウトデータレコードを供給しなが
ら行われる。
【００３９】
　このことによって、請求項１による装置およびその発展形態を動作させるための方法が
提供され、これは上述の有利な作用を、この装置に対応する技術的特徴によって実現させ
る。
【００４０】
　請求項１６による本発明の実施形態は、この請求項に従属する従属請求項に従い、並び
に本発明による全ての装置および方法のそれ以外の発展形態および実施形態に従い実現さ
れる。
【００４１】
　請求項２５による本発明は、処理装置および記憶装置を有する、請求項１～１５のいず
れか一項に記載の装置のためのレイアウトデータレコード供給装置を提供し、
－第１、第２、第３および第４コンピュータグラフィックスを選択するように処理装置が
形成され、第１および第２コンピュータグラフィックスは、両面ディジタル文書の開いた
前側を形成し、第３および第４コンピュータグラフィックスは、ページ送り後の文書の開
いた前側を形成し、
－記憶装置内でレイアウトデータレコードが生成され、このレイアウトデータレコード内
に、背景平面および前景平面を有する第１レイアウト領域と、この第１レイアウト領域に
対向する、背景平面および前景平面を有する第２レイアウト領域とが割り付けられるよう
に処理装置が形成され、
－第１コンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の前景平面に割り当てられ、第
２コンピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の前景平面に割り当てられ、第３コ
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ンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の前景平面に割り当てられ、且つこの第
３コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が割り当てられ、並びに第４コン
ピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の背景平面に割り当てられるように処理装
置が形成されることを特徴とする。
【００４２】
　このことによって、レイアウトデータ構造を生成し、これを動画化装置および動画化方
法のために容易に使用できるように適合された装置が提供される。その場合、レイアウト
データレコード供給装置を動画化装置内に統合することができ、その場合、全ての機能を
共通の処理装置および共通の記憶装置にまとめることができるか、若しくはこの装置を、
動画化装置によって形成され、クライアントからネットワークを介して問い合わせられる
サーバとして実行することができる。
【００４３】
　請求項２５による本発明の実施形態は、この請求項に従属する従属請求項に従い、並び
に本発明による全ての装置および方法のそれ以外の発展形態および実施形態に従い実現さ
れる。
【００４４】
　請求項３４による本発明は、請求項２５に記載の装置またはその発展形態のためのレイ
アウトデータレコード供給方法を提供し、
以下のステップ、則ち、
－第１、第２、第３および第４コンピュータグラフィックスを選択するステップであって
、第１および第２コンピュータグラフィックスは、両面ディジタル文書の開いた前側を形
成し、第３および第４コンピュータグラフィックスは、ページ送り後の文書の開いた前側
を形成する、選択ステップと、
－記憶装置内でレイアウトデータレコードを生成し、背景平面および前景平面を有する第
１レイアウト領域と、この第１レイアウト領域に対向する、背景平面および前景平面を有
する第２レイアウト領域とをレイアウトデータレコード内に割り付けるステップと、
－第１コンピュータグラフィックスを第１レイアウト領域の前景平面に割り当てるステッ
プと、
－第２コンピュータグラフィックスを第２レイアウト領域の前景平面に割り当てるステッ
プと、
－第３コンピュータグラフィックスを第１レイアウト領域の前景平面に割り当て、且つこ
の第３コンピュータグラフィックスの描画幅を近似的に零に調整するステップと、
－第４コンピュータグラフィックスを第２レイアウト領域の背景平面に割り当てるステッ
プとを有することを特徴とする。
【００４５】
　このことによって、請求項２５による装置およびその発展形態を動作させるための方法
が提供され、これは上述の有利な作用を、この装置に対応する技術的特徴によって実現さ
せる。
【００４６】
　請求項３４による本発明の実施形態は、この請求項に従属する従属請求項に従い、並び
に本発明による全ての装置および方法のそれ以外の発展形態および実施形態に従い実現さ
れる。
【００４７】
　請求項４０による本発明は、請求項１による装置またはその発展形態および請求項２５
による装置またはその発展形態を有する、ディジタル文書のページを構成する一連のコン
ピュータグラフィックスを自動動画化するための配置を提供している。相応な方法で、請
求項１６による動画化方法またはその発展形態および請求項３４による供給方法またはそ
の発展形態も１つのプロセスに組み合わせることができる。
【００４８】
　請求項４１による本発明は、コンピュータ読取可能な記憶媒体に記憶されたコンピュー
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タプログラム製品を提供し、これは、コンピュータによって本発明の方法のステップを実
行するための、コンピュータ読取可能なプログラム手段を含む。請求項４２による本発明
は、対応するコンピュータプログラム製品を提供し、これはディジタル搬送波において具
体化される。ディジタル搬送波は、無線またはケーブル接続された電気信号または光信号
などによって、若しくは情報担持ビットを具体化する全ての形によって媒体中に実現させ
ることができる。両コンピュータプログラム製品は、このプログラム製品が計算機上で実
行される場合には、プロセスを実行するために使用される。
【００４９】
　コンピュータプログラム製品は、相応な方法で、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ディ
スケットまたは固定ディスクなどの磁気データ媒体または光データ媒体に、若しくはプロ
セッサの記憶モジュールまたは記憶部などの半導体モジュール内に格納することができる
。
【００５０】
　請求項４３による本発明は、コンピュータ読取可能な記憶媒体に記憶され、および／ま
たはディジタル搬送波において具体化される、請求項１による装置またはその発展形態の
ための、レイアウトデータレコードを有するデータ構造製品であり、
－レイアウトデータレコード内には、背景平面および前景平面を有する第１レイアウト領
域と、この第１レイアウト領域に対向する、背景平面および前景平面を有する第２レイア
ウト領域とが割り付けられ、
－さらにレイアウトデータレコードには、第１、第２、第３および第４コンピュータグラ
フィックスが割り当てられ、第１および第２コンピュータグラフィックスは、両面ディジ
タル文書の開いた前側を形成し、第３および第４コンピュータグラフィックスは、ページ
送り後の文書の開いた前側を形成し、
－さらに第１コンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の前景平面に割り当てら
れ、第２コンピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の前景平面に割り当てられ、
第３コンピュータグラフィックスは第１レイアウト領域の前景平面に割り当てられ、且つ
この第３コンピュータグラフィックスには近似的に零の描画幅が割り当てられ、並びに第
４コンピュータグラフィックスは第２レイアウト領域の背景平面に割り当てられる。
【００５１】
　このデータ構造製品は、本発明の装置ないし方法の技術的特色および特徴を確実に有す
る。先に説明したように、この特別な方法で形成されたレイアウトデータレコードは、以
下に挙げる図形の（新たな）割り当てステップおよび描画幅の段階的変更ステップによる
動画化を可能にする。このデータ構造製品は、コンピュータ読取可能な記憶媒体に含ませ
て、コンピュータの記憶装置内で読み取ることができる。
【００５２】
　請求項４３による本発明の実施形態は、この請求項に従属する従属請求項に従い、並び
に本発明による全ての装置および方法のそれ以外の発展形態および実施形態に従い実現さ
れる。
【００５３】
　以下に例として挙げた複数の図に基づいて本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】ディジタル文書のコンピュータグラフィックスページのページめくり動画化装置
の実施形態に関する略概観図である。
【図２】サーバとしてのレイアウトデータレコード供給装置とクライアントとしてのコン
ピュータグラフィックスページの動画化装置の実施形態に関する略概観図である。
【図３】レイアウトデータレコード供給方法の実施形態に関する略概観図である。
【図４】動画化方法の実施形態の第１部分に関する略概観図である。
【図５】動画化方法の実施形態の第２部分に関する略概観図である。
【図６】動画化方法の実施形態の第３部分に関する略概観図である。
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【図７】動画化方法の実施形態の第４部分に関する略概観図である。
【図８】実施形態で構成されたレイアウト領域の、水平側面配置を有する展開図である。
【図９】実施形態で構成されたレイアウト領域の、垂直側面配置を有する展開図である。
【図１０】図８による図におけるコンピュータグラフィックスの割り当て図である。
【図１１】前方へページを開けた動画化前の視覚的印象の略図である。
【図１２】前方へページを開けた動画化の２工程間の視覚的印象の略図である。
【図１３】前方へページを開けた動画化後の視覚的印象の略図である。
【図１４】前方へページを閉じた動画化の２工程間の視覚的印象の略図である。
【図１５】前方へページを閉じた動画化後の視覚的印象の略図である。
【図１６】後方へページを開けた動画化の２工程間の視覚的印象の略図である。
【図１７】後方へページを開けた動画化後の視覚的印象の略図である。
【図１８】後方へページを閉じた動画化の２工程間の視覚的印象の略図である。
【図１９】後方へページを閉じた動画化後の視覚的印象の略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　図１は、ディジタル文書のコンピュータグラフィックスページのページめくり動画化装
置の実施形態に関する略概観図を示す。
【００５６】
　動画化装置１は、処理装置１１０、データ通信装置１１２、記憶装置１１４および描画
装置１４０を含み、これらはバスなどの、データ交換に適した通信手段によって互いに接
続している。
【００５７】
　処理装置１１０は、動画化およびデータ準備に必要な機能を提供し、動画化およびデー
タ準備を行うように形成された１つまたは複数のプロセッサまたはＣＰＵを含む。処理装
置は、それに加えて、汎用プロセッサおよび／またはグラフィックプロセッサをプログラ
ム技術で設定することによって形成することができるか、若しくは追加で一部または全て
が固有ハードウエアコンポーネント（特定用途向け集積回路、ＡＳＩＣ：Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）によって形成
することができる。
【００５８】
　データ通信装置１１２は、必要なプロセッサ手段および記憶手段を有するインターネッ
ト、企業内情報通信網（ＬＡＮ：Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）または広域ネ
ットワーク（ＷＡＮ：Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの無線または有線ネッ
トワークを介してデータを搬送する通信インタフェースを含む。データ通信装置１１２の
機能は、処理装置１１０によって実現することができる。この場合、データ通信装置１１
２は、ハイパーテキストトランスファープロトコル（ＨＴＴＰ：Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔ
ｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）またはファイルトランスファープロトコル（ＦＴＰ
：Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を介してＷＷＷサーバからデータを
呼び出すように設定されたＷＷＷクライアントを含む。データ通信装置は、交換媒体用駆
動機構またはドッキング装置も含むことができる。
【００５９】
　記憶装置１１４は、随時書込み読出しメモリ（ＲＡＭ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｍｅｍｏｒｙ、ＳＤＲＡＭ）、固定ディスクメモリ、ソリッドステートドライブまたはそ
れらのハイブリッド形から全体または一部を形成することができる。メモリには、レイア
ウトデータレコード１１６が含まれる。
【００６０】
　レイアウトデータレコード１１６は、データで満たされたデータ構造であり、当該デー
タ構造は、ページまたは画面上にグラフィックエレメントの配置を決め、並びにこのグラ
フィックエレメントに追加の書式化情報および／または調整情報若しくはその他の情報を
指定する。その場合にグラフィックエレメントは、オブジェクトフレーム、テーブル、平
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面などの、それ自身は視覚的に現れないページの構造要素、またはコンピュータグラフィ
ックスおよびテキスト段落などの視覚的に現れる描画要素となり得る。データ構造は、こ
のために設けられたデータ領域またはキー表現、例えばタグなどグラフィックエレメント
に特別な書式を割り当てる意味論的手段を備えている。本レイアウトデータレコード内で
は、このようにして以下に記述するグラフィックエレメントが具体的に定義され、これに
具体的な書式が指定される。
【００６１】
　レイアウトデータレコードは、ＳＧＭＬ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ
　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）、例えばＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｍａｒｋ
ｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）またはＳＧＭＬの部分量、例えばＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌ
ｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）の表現を有するファイルである。さらにレイアウ
トデータレコードは、ＰＳ（ＰｏｓｔＳｃｒｉｐｔ）またはＰＤＦ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　
Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｏｒｍａｔ）などのベクトルに基づいたページ記述言語を使用して
実現させることができ、このページ記述言語に（テーブル、フレームまたはその他の構造
のための）対応するラベルエレメントが埋め込まれる。実施形態では、レイアウトデータ
レコードは、装置内の動的メモリモデルとなることもでき、このモデルは、例えば前述の
書式の１つのファイルを評価することによって得られたものである。そのため、例えば対
応する文書オブジェクトモデル（ＤＯＭ）が動的メモリモデルとしてＨＴＭＬファイルま
たはＸＭＬファイルから得られる。
【００６２】
　レイアウトデータレコード１１６内に、（例えばＨＴＭＬ内の＜ＴＡＢＬＥ＞表現を用
いた）テーブルエレメント１１８が割り付けられていて、このテーブルエレメントは、こ
れが第１レイアウト領域１２０および第２レイアウト領域１３０を決め、その場合にこの
第１レイアウト領域および第２レイアウト領域が互いに向かい合うように割り付けられる
。このことは、垂直なページめくり（則ちページの方向付けに対して水平に延びる結合部
の周りのページめくり）の場合には、上方テーブルライン１２０および下方テーブルライ
ン１３０によって行われ（例えばＨＴＭＬ内の＜ｔｒ＞）、若しくは（ページの方向付け
に対して垂直に延びる結合部の周りの）水平なページめくりの場合には、左カラム１２０
および右カラム１３０によって行われる（例えばＨＴＭＬ内の＜ｔｄ＞）。ラインまたは
カラム１２０は、これが、背景１２２（例えば＜ｔｒ＞または＜ｔｄ＞表現のバックグラ
ウンド値）と、前景１２４（例えばＨＴＭＬ内の＜ｔｒ＞＜／ｔｒ＞または＜ｔｄ＞＜／
ｔｄ＞表現での指定、若しくは＜ｔｒ＞＜／ｔｒ＞表現に含まれる＜ｔｄ＞＜／ｔｄ＞表
現）を有するように決められ、基準指定によって背景には１つのコンピュータグラフィッ
クスが指定され、基準によって前景には複数のコンピュータグラフィックスが指定される
。
【００６３】
　レイアウトデータレコードは、データ通信装置１１２を介して受信することができる。
【００６４】
　レイアウト領域１２０および１３０の前景領域および背景領域１２２および１２４また
は１３２および１３４へのコンピュータグラフィックスの特有の指定並びにレイアウトデ
ータレコード１１６内のその他の書式化属性の具体的な指定に関しては、図８に関連させ
て以下に述べられる。
【００６５】
　レイアウトデータレコードによって決められたグラフィックエレメントの配置の図形に
よる描画を、（ＳＧＭＬ／ＸＭＬ／ＨＴＭＬ－ファイルとして、ＰＤＦ／ＰＳ－ファイル
として、またはそれらから生成された動的メモリモデル、例えばＤＯＭとしての）レイア
ウトデータレコードからレンダリングすることによって生成するように描画装置１４０は
形成される。描画装置は、画面、グラフィックスカードおよびグラフィックスドライバな
どの、そのために必要な表示手段および表示制御手段をも含むことができる。描画装置は
、ＷＷＷブラウザを有することができ、このブラウザ機能は、少なくとも一部プログラム
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技術的に構築された処理装置１１０によっても実現可能である。
【００６６】
　装置１はこのようにして形成され、レイアウトデータレコード１１６内で形作られ、属
性を備えられ、書式化されたグラフィックエレメントを動画化するために処理する。構成
要素の特有の機能方法は、このプロセスおよび図３～７に関連させて詳しく説明する。
【００６７】
　さらに、図２の供給装置２および図３によるプロセスで表されるように、動画化すべき
６つのコンピュータグラフィックスを選択し、記憶装置１１４内でレイアウトデータレコ
ード１１６を相応に生成させるように処理装置１１０を形成することもできる。そのよう
なスタンドアローン形態では、コンピュータグラフィックスはデータ通信装置を介して受
信することができる。
【００６８】
　図２は、サーバ２およびクライアント３を有する配置での実施形態に関する略概観図を
示す。
【００６９】
　ある変形形態では、サーバ２はレイアウトデータレコード供給装置として形成すること
ができ、クライアント３はコンピュータグラフィックスページの動画化装置として形成す
ることができる。
【００７０】
　レイアウトデータレコード供給装置２は、処理装置２１０、データ通信装置２１２およ
び記憶装置２１４を含み、それらの方式は図１の同名の装置に対応している。以下に図３
によるプロセスに関して表されるように、動画化すべき６つのコンピュータグラフィック
スを選択し、記憶装置２１４内で、付属する指定、書式化および属性に応じてレイアウト
データレコード１１６を生成させるように処理装置２１０は調整される。
【００７１】
　データ通信装置２１２は、ウェブサーバまたはＦＴＰサーバによって形成することがで
き、このサーバは、少なくとも一部処理装置２１０のプログラム技術手段によっても実現
され、呼出用レイアウトデータレコード１１６をネットワークを介して供給する。レイア
ウトデータレコード１１６およびその中に含まれるエレメント１１８～１３４は、図１に
述べられているものに対応する。
【００７２】
　レイアウトデータレコード供給装置２は、ウェブサーバ２１２およびネットワークを介
して動画化装置３のデータ通信装置３１２、ここではウェブクライアントに接続される。
動画化装置３は、このウェブクライアント３１２を介して供給装置２からレイアウトデー
タレコード１１６を呼び出すことができる。
【００７３】
　動画化装置３は、さらに処理装置３１０、記憶装置３１４および描画装置３４０を含み
、それらの方式は、特に図１に示されたその他の装置の同名の装置に対応している。この
プロセスおよび図３～７に関して詳しく記述されるように、レイアウトデータレコード１
１６内で形作られ、指定が与えられ、属性を備えられたグラフィックエレメントを動画化
へ処理するように処理装置３１０は調整される。
【００７４】
　図２に詳しく表されていない変形変態では、さらにサーバ２が、レイアウトデータレコ
ードを供給すると同時に動画化する装置として形成され、その場合に機能およびプロセス
が相応にサーバ２にまとめられ、ウェブサーバ２１２を介して連続する移動段階の、個々
の、すでに動画化されたコンピュータ（部分）グラフィックスが、呼出に応じてクライア
ント３のウェブクライアントに伝達される。その場合にクライアント３では、図形が描画
装置３４０を介して視覚的に描画される。
【００７５】
　上述のようなサーバ側の動画化では、この動画化を、サーバ側のスクリプト、ＰＥＲＬ
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またはＰＨＰなどによって実行することができる。クライアント側の動画化は、クライア
ント側のスクリプト、ＥＣＭＡＳスクリプトまたはＪａｖａスクリプトなどによって実行
することができる。
【００７６】
　図３は、レイアウトデータレコード供給方法の実施形態に関する略概観図を示す。この
方法は、図２による供給装置２内若しくは図１のバリエーションでのスタンドアローン解
決法では、処理装置によって実行される。
【００７７】
　ステップ１０００では、処理装置は６つのコンピュータグラフィックス（図１０の５１
～５６）をまず選択し、各コンピュータグラフィックスはディジタル文書の１ページを形
成し、このコンピュータグラフィックス５１～５６は、両面ディジタル文書のページ順に
対応する順に配されている。
【００７８】
　ステップ１０１０では、処理装置はレイアウトデータ構造を次いで生成し、２つのカラ
ムを有するテーブル構造を生成することで、互いに向かい合う２つのレイアウト領域をレ
イアウトデータ構造内に割り付ける。その場合に各レイアウト領域内には、１つの前景平
面および１つの背景平面が決められる。
【００７９】
　レイアウトデータ構造の実行側を図１～３に関連させて略図で表す。
【００８０】
　理解し易くするため、またより見やすくするために、以下ではプロセス工程に関してそ
れぞれに属する視覚結果を図８以下に表す。
【００８１】
　図８は、レイアウトデータ構造によって決められたグラフィックエレメントの視覚結果
を展開図として略図で示す。互いに隣接するテーブルカラム２０および３０によって実現
された２つのレイアウト領域は、それぞれ１つの背景平面２２または３２およびそれぞれ
１つの前景平面２４または３４を有する。実際に見ると、前景平面は背景平面上にそれぞ
れ正確に置かれている。図９は、向かい合うレイアウト領域２０および３０を、重なって
いるテーブルラインによって実現させた代案を示す。
【００８２】
　以下、並んでいるレイアウト領域に関するプロセスおよび視覚的な中間結果および最終
結果を述べる。ページめくりは、水平方向、則ち垂直に延びる結合線の周りで行われる。
そのため、図形の描画幅は水平方向に延びている。レイアウト領域が重なっている実施形
態では、ページめくりは、垂直方向、則ち水平に延びる結合線の周りで行われる。上述の
形態では、図形の描画幅は垂直方向に延びている。その場合、ＷＩＤＴＨ－ＨＴＭＬ属性
の位置に、ＨＥＩＧＨＴ属性が相応に現れる。
【００８３】
　ここでも図３および図１０に関連させると、ステップ１０２０では、処理装置は、左の
テーブルカラムの前景平面２４に第１グラフィックス５３を指定する。この第１グラフィ
ックスは（ここでも、その他のグラフィックスでも一般的な制限を設けることなく）両面
文書の向かい合う開いたページの左側を形成する。このページには、その全描画幅、則ち
レイアウト領域の全幅に対応する描画幅が割り当てられているので、このコンピュータグ
ラフィックスは、左の開いたページとして最初に描画されることになる。
【００８４】
　ステップ１０３０では、処理装置は右のテーブルカラムの前景平面３４に第２グラフィ
ックス５４を指定し、この第２グラフィックス５４は、ここでは両面文書の向かい合う開
いたページの右側に描画される。このことからその全描画幅が割り当てられるので、コン
ピュータグラフィックスは、右の開いたページとして最初に描画されることになる。
【００８５】
　ステップ１０４０では、第３グラフィックス５５がすでに割り当てられているグラフィ
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ックス５３の隣に配されるように、処理装置は同じく左のテーブルカラムの前景平面２４
に第３グラフィックス５５を指定する。この第３グラフィックスは、ページ送りの動画化
が実行された後の、両面文書の向かい合う開いたページの左側を形成する。その場合、ま
ず近似的に零の描画幅がこのページに割り当てられるので、コンピュータグラフィックス
は最初は全く描画されないか、若しくは実質的には描画されない。
【００８６】
　ステップ１０５０では、処理装置は右のテーブルカラムの背景平面３２に全描画幅で第
４グラフィックス５６を指定する。この第４グラフィックスは、ページ送りの動画化が実
行された後の、両面文書の向かい合う開いたページの右側を形成する。このグラフィック
スは、最初は前景に描画された第２グラフィックス５４によりほぼ隠れているので、見え
ないか、縁領域しか見えない。
【００８７】
　この時点までに、レイアウトデータレコードはすでに上記のように割り付けられ、コン
ピュータグラフィックスは上記のように指定され、レイアウトデータレコード内に含まれ
る書式情報によって配されるので、図４および５で詳しく述べられるようにページ送りを
実行することができる。
【００８８】
　しかしながら本実施形態では、データを追加ローディングせずに、ページ戻しをするこ
ともできるはずであるので、ステップ１０６０で処理装置は、全描画幅を有する左のテー
ブルカラムの背景平面２２に第５グラフィックス５１を指定する。この第５グラフィック
スは、ページ戻しの動画化が実行された後の、両面文書の向かい合う開いたページの左側
を形成する。このグラフィックスは、最初は前景に描画された第１グラフィックス５３に
よりほぼ隠れているので、見えないか、縁領域しか見えない。
【００８９】
　ステップ１０７０では、すでに割り当てられているグラフィックス５４の隣に第６グラ
フィックス５２が配されるように、処理装置は同じく右のテーブルカラムの前景平面３４
に、グラフィックス５４と両面文書の結合線との間に、則ち内側に向けて配されるように
第６グラフィックス５２を指定する。第３グラフィックスは、ページ戻しの動画化が実行
された後の、両面文書の対向する開いたページの右側を形成する。その場合、まず近似的
に零の描画幅がこのページ割り当てられるので、コンピュータグラフィックスは最初は全
く描画されないか、若しくは実質的には描画されない。
【００９０】
　ステップ１０８０では、レイアウトデータレコード内で管理されているグラフィックス
エレメントに、処理装置により別の書式化属性が割り当てられる。そのため、レイアウト
データレコード内のコンピュータグラフィックスに方向属性が割り当てられるので、左の
カラム内のコンピュータグラフィックスは常に右寄せに、右のカラム内のコンピュータグ
ラフィックスは常に左寄せに方向付けられる。水平に延びる結合線では、レイアウトデー
タレコード内のコンピュータグラフィックスに対応する方向属性が割り当てられるので、
上方ライン内のコンピュータグラフィックスは常に下向きに、下方ライン内のコンピュー
タグラフィックスは常に上向きに方向付けられる。
【００９１】
　ステップ１０９０では、そのようにして記憶装置内で準備されたレイアウトデータレコ
ードが、場合によってはこれに関係づけられたコンピュータグラフィックスと共に処理用
にさらに供給される。その場合に（スタンドアローン解決法またはサーバ側で動画化され
る場合には）プロセス間通信手段または（サーバ上で供給およびクライアント上で動画化
される場合には）ウェブサーバ若しくはＦＴＰサーバを使用することができる。
【００９２】
　図４は、動画化方法の実施形態の第１部分に関する略概観図を示す。
【００９３】
　ステップ２０００では、処理装置は、図３に関して記述されたプロセスに応じて作成さ
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れたレイアウトデータレコードを選択する。
【００９４】
　ここでは詳しく述べられていない方法で、描画装置は、図１１に示されるようにレイア
ウトデータレコードおよび付属のコンピュータグラフィックスによるページ基本描画を描
画する。レイアウトデータレコード内で調整された書式によって、テーブルカラム２０お
よび３０の両前景平面２４および３４と、その中にそれぞれ全描画幅ｂに調整されたコン
ピュータグラフィックス５３および５４を見ることができる。このことによって、まず最
初に開かれた両文書ページが描画される。
【００９５】
　ステップ２０１０では、処理装置は、ユーザの相互作用またはプログラミングによって
生成されたページめくり命令を判定する。この判定結果としてページ送りに対する命令が
生じていると確定された場合には、ステップ２０２０で処理装置は先に進み、ページ戻し
の場合には、後に図６に関して説明されるステップ２２００で先に進む。
【００９６】
　ステップ２０２０では、処理装置はまず、複数のグラフィックステップまたは段階で行
われる動画化の段階幅を調整する。このことによって、描画幅が段階毎に変化するステッ
プでそれぞれ生じる幅の違いが確定されることで、ページめくりの各動画化段階の、目に
見える進み具合がどのくらいかが確定される。代わりまたは同時に、遅延ステップも行う
ことができ、その時間が確定される。ステップ２０２０～２０５０の反復過程で、技術的
に確定されたハードウェアの制約に適合させるか、若しくは動的なページめくり効果を達
成するために、段階幅および遅延時間を合わせることができる。
【００９７】
　ステップ２０３０では、処理装置はコンピュータグラフィックス５４の描画幅を、段階
幅の値だけ減少させて、減少した描画幅ａにする。
【００９８】
　ステップ２０４０で、処理装置がレンダリングのために変更されたレイアウトデータレ
コードを描画装置に供給すると、描画装置は第２コンピュータグラフィックスを（図１２
に表すように）図形の内容を相応に圧縮しつつ減少させた描画幅ａで描画する。これは傾
いたページの眺めに対応するものである。同時に、前景グラフィックスが背景をもはや隠
していない場合には、背景平面３２内にその全幅で配された（圧縮されていない）第４コ
ンピュータグラフィックス５６が見える。
【００９９】
　ステップ２０５０で、圧縮された第２コンピュータグラフィックス５４の描画幅ａがま
だ零でないことが確定されると、描画幅ａが近似的に零になるまで、則ち第２コンピュー
タグラフィックス５４が見えなくなり、背景３２内の第４コンピュータグラフィックス５
６が完全に見えるようになるまで、プロセスはステップ２０２０から反復される。レイア
ウトデータレコードによって表されるその後の状態を図１３に表す。
【０１００】
　そのようにして右ページのページ開けのプロセス部分が完全に実施されると、ステップ
２１００からページ閉じのプロセス部分が開始される。これは図５で詳しく説明される。
【０１０１】
　ステップ２１００では、処理装置は、全描画幅ｂは保持しながら、第１コンピュータグ
ラフィックス５３が左の背景２２内の第５コンピュータグラフィックス５１の位置にもう
現れないように、左前景２４にすでに割り当てられた第１コンピュータグラフィックス５
３を左の背景２２に指定する。
【０１０２】
　ステップ２１１０では、処理装置は、その後左前景２４に割り当てられた第１コンピュ
ータグラフィックス５３に近似的に零の描画幅を指定するので、対応するレンダリングお
よび描画は、最初は図１３内と同じグラフィック描画を生成し、左前景２４の代わりに左
背景２２が見られる。
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【０１０３】
　ステップ２１２０では、処理装置はステップ２０２０に対応して段階幅ないし段階遅延
を確定する。
【０１０４】
　ステップ２１３０では、処理装置は、左の前景２４内の第３コンピュータグラフィック
ス５５に割り当てられた描画幅ａを、初期の近似的な零から中間値へ上げる。このコンピ
ュータグラフィックスの全描画幅ｂとその時々の描画幅ａとの間の差から、グラフィック
ス５５のコンピュータグラフィックス内容が圧縮される。左の前景２４内のグラフィック
ス５５により益々隠されていく背景２２内のグラフィックス５３は、圧縮されないままで
ある。
【０１０５】
　ステップ２１４０では、処理装置は、レンダリングのための変更されたレイアウトデー
タレコードを相応に描画装置に供給する。
【０１０６】
　ステップ２１５０で、圧縮された第２コンピュータグラフィックス５４の描画幅ａがま
だ全描画幅ｂに達していないことが確定されると、描画幅ａが近似的に全描画幅ｂに等し
くなるまで、則ち第３コンピュータグラフィックス５５が完全に見えるようになり、背景
２２内の第１コンピュータグラフィックス５３が完全に隠れるまでプロセスはステップ２
１２０から反復される。レイアウトデータレコードによって表されるその後の状態を、図
１５に表す。
【０１０７】
　したがって、ページめくりされるページのページ開けの第１部分とページ閉じの第２部
分を含むページ送り工程は、特に適した方法でコンピュータグラフィックスを指定および
配置することと、そのために、記憶場所に有効な特に少ない数の操作で動画化を実現させ
ることによって、非常に記憶に有効な方法で、また広範に使用できる技術的手段を用いて
実現される。
【０１０８】
　図６は、ステップ２０１０でページ戻しに対する命令が出た場合の、ページ開けのプロ
セス部分を示す。
【０１０９】
　図１０および１１に表された状況から出発して、ステップ２２００～２２３０では、処
理装置により変更可能な段階幅および速度で反復的に左の前景２４内の第１コンピュータ
グラフィックス５３の描画された幅が減少され、第１コンピュータグラフィックスが近似
的に零の描画幅を有し、図１７に表された状態が作り出されるまで、図１６に表されるよ
うに、左の背景２２に位置付けられた第１コンピュータグラフィックスの画面が広がり第
１コンピュータグラフィックス５３の幅がなくなる。ページ戻しの際のページ開けを動画
にしたプロセス工程２２００～２２３０は、ページ送りの際のページ開けに対して説明さ
れたステップ２０２０～２０５０にそれぞれ対応する。
【０１１０】
　図７は、ページ戻しの際のページ閉じを準備および実行する動画化方法の実施形態の第
４部分に関する略概観図を示す。
【０１１１】
　ステップ２３００では、ここでは第４コンピュータグラフィックス５６の代わりに第２
コンピュータグラフィックスが現れ、背景に全描画幅ｂを有するように、処理装置によっ
て右の前景３４に割り当てられている第２コンピュータグラフィックス５４がまず右の背
景３２に割り当てられる。
【０１１２】
　ステップ２３１０では、処理装置は、その後前景に割り当てられている第２コンピュー
タグラフィックス５４の描画幅を近似的に零に調整する。
【０１１３】
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　ステップ２３２０～２３５０では、処理装置により変更可能な段階幅および速度で反復
的に右の前景３４内の第６コンピュータグラフィックス５２の描画された幅が拡大され、
図１８に表されるように、第６コンピュータグラフィックスが、その全描画幅に近似的に
達し、図１９に表された状態が作り出されるまで、右の背景３２に位置付けられた第２コ
ンピュータグラフィックス５４の画面が広がり第６コンピュータグラフィックスは隠れる
。ページ戻しの際のページ閉じを動画にしたプロセス工程２３００～２３５０は、そのペ
ージ送りの際のページ閉じに対して説明されたステップ２１００～２１５０にそれぞれ対
応する。
【０１１４】
　ステップ２４００では、ページめくり工程の結果として開いているページ（ページ戻し
後の５１および５２またはページ送り後の５５および５６）が、実現されたレイアウトデ
ータレコードの第１および第２コンピュータグラフィックスを形成し、連続ページのそれ
ぞれ次のページ対は、第３および第４コンピュータグラフィックスを形成し、並びに連続
ページのそれぞれ先行するページ対は、実現されたレイアウトデータレコードの第５およ
び第６コンピュータグラフィックスを形成し、それから新たにページめくり方法を使用で
きるように、最終的に新しいレイアウトデータレコードが要求または局所生成されるか、
若しくは生じたレイアウトデータレコードが新しいコンピュータグラフィックスを用いて
実現される。
【０１１５】
　両面描画の際にページの図形の大きさが画面上に描画可能な大きさを上回る場合には、
２つのレイアウト領域の１つのみを描画するために、特にページ開けのためにこの方法を
使用することができる。ディジタル文書内に含まれるページの数または順序が、３つの連
続するページ対のこの図式に対応しない場合には、ディジタル文書内の欠けているページ
を透明な図形で置き換えることができる。より迅速にページを構成できるように、各ペー
ジのロード後に追加でグラフィックプレロードを開始して、ＷＷＷブラウザの中間記憶装
置に次に必要な図形を予め入れておくことができる。
【０１１６】
　全ブラウザで工程終了後に、妨害するフラッシュ作用などが発生することなく遅れるこ
となく次のページへの移行を描画するために、トランジション効果１２「全方向への消失
効果」などの、ブラウザに特有に適応させたトランジションまたは「滑らかなページ移行
」を使用することができる。
【０１１７】
　提案されたシステムは、コンピュータグラフィックスによって描画されたディジタル文
書内のページめくり工程を動画にし、レイアウトデータレコードにコンピュータグラフィ
ックスを特別に割り当てることに基づいて、演算および記憶に有効な割り当て操作および
属性確定操作によって、広く普及している技術的なプラットフォーム上で技術的な労力を
かけずに、実行可能な動画化工程を実現できるようにする。
【０１１８】
　専門家であれば先の記述や検討から容易に読み取ることができるように、実施形態では
、動画化機能およびそのために必要なデータ準備がユーザのもとにある機器に統合されて
いて（図１に関する記述およびプロセス記述）、さらに動画化に必要なデータ準備機能が
サーバなどのユーザから離れたシステムコンポーネント上に配され、一方動画化機能は、
ユーザのもとにある機器、この場合にはクライアントで実行される図２に関する記述およ
びプロセス記述）システムをも含むことができる。
【０１１９】
　図１に関連して述べられた実行では、動画化機能およびデータ準備機能は、記述された
方法の特徴を実現し、記憶装置１１４内に含まれる（示されていない）命令を含むソフト
ウェア内で実行することができる。
【０１２０】
　それに応じて、図２に関連して述べられた実行では、データ準備機能は、図３に関連し
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て記述されたプロセス部分のプロセス特徴を実現し、記憶装置２１４内に含まれる（示さ
れていない）データ準備ソフトウェア内で実行することができ、さらに動画化機能は、図
４～７に関連して記述されたプロセス部分のプロセス特徴を実現し、記憶装置３１４内に
含まれる動画化ソフトウェア内で実行することができる。
【０１２１】
　専門家であれば先の記述から容易に読み取ることができるように、このソフトウェアは
ユニバーサルプロセッサ上で実行することができ、ウェブブラウザまたはウェブサーバに
よって供給された機能および命令（例えばＪａｖａスクリプト、ＰＨＰ）などの慣用のイ
ンターネット技術を使用することができる。
【０１２２】
　そのため、装置１および３は、動画化のためのＪａｖａスクリプト命令と共にウェブサ
ーバから受信する固定または移動コンピュータ上に設備されたウェブブラウザを用いて表
示すべきページ図形をそれぞれ実現することができる。したがってそのような実行におい
ては、上述のソフトウェアは、装置１および３の記憶装置内へ入れられ、そこでＷＷＷペ
ージを描画する際にブラウザにより実行される。
【０１２３】
　動画化機能およびそのために必要なデータ準備が、ユーザのもとにある機器に統合され
るシステム（図１に関する記述およびプロセス記述）の場合には、例えばデータ準備に関
する命令（データ準備ソフトウェア）および動画化に関する命令（アニメーションソフト
ウェア）並びに描画すべきページ図形がウェブサーバにより送信され、ウェブクライアン
トにより受信され、レイアウトデータ構造がウェブクライアント内で構築され（ダイナミ
ックＤＯＭ構造）、動画化され描画される。
【０１２４】
　動画化のために必要なデータ準備機能が、ユーザから離れたシステムコンポーネント（
例えばウェブサーバ）上に配置され、一方動画化機能が、ユーザのもとにある機器（例え
ばウェブクライアント）で実行される（図２に関する記述およびプロセス記述）システム
の場合には、ＨＴＭＬファイルまたはＸＭＬファイルまたはＳＧＭＬファイルの形の完成
されたレイアウトデータ構造、動画化に関する命令（アニメーションソフトウェア）およ
び描画すべきページ図形がウェブサーバにより送信され、ウェブクライアントにより受信
され、動画化され描画される。
【０１２５】
　さらに専門家であれば容易に分かるように、本システムは、グラフィックディジタル文
書の多種多様な記憶方式および準備方式を用いて操作することができる。ページ図形は、
データバンクなどに記憶させることができ、ＰＤＦ文書内または図形として符号化された
ページを含むその他の文書方式内の連続のグラフィックスページとして、若しくは動的に
生成させることができる。同様に、適当なファイル構造および／またはリスト構造を備え
たファイルシステム内にページ図形を記憶させることができる。
【０１２６】
　このようにして、提案された解決法は、ユーザに特に追加の負担を負わせることなく、
ＷＷＷブラウザなどの広く普及した描画装置上で実現できるようになる。そのため、対応
するＷＷＷページを呼び出すＷＷＷブラウザは、付属の図形の他にＨＴＭＬページの形の
レイアウトデータ構造を備え、ブラウザは、同様にＪａｖａスクリプトなどの、動画化工
程の実行に適したスクリプトプログラムを備えることができる。
【符号の説明】
【０１２７】
１　　自動動画化装置および配置
２　　レイアウトデータレコード供給装置（サーバ）
３　　自動動画化装置（クライアント）
４　　レイアウトデータレコード
２０　　第１レイアウト領域（テーブルカラム）
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２２　　第１レイアウト領域の背景平面
２４　　第１レイアウト領域の前景平面
３０　　第２レイアウト領域（テーブルカラム）
３２　　第２レイアウト領域の背景平面
３４　　第２レイアウト領域の前景平面
５１　　第５コンピュータグラフィックス（連続ページのページ１）
５２　　第６コンピュータグラフィックス（連続ページのページ２）
５３　　第１コンピュータグラフィックス（連続ページのページ３）
５４　　第２コンピュータグラフィックス（連続ページのページ４）
５５　　第３コンピュータグラフィックス（連続ページのページ５）
５６　　第４コンピュータグラフィックス（連続ページのページ６）
１１０，２１０，３１０　　処理装置
１１２，２１２，３１２　　データ通信装置（ウェブサーバ）
１１４，２１４，３１４　　記憶装置
１１６　　レイアウトデータレコード
１１８　　テーブルエレメント
１２０　　テーブルエレメントの第１レイアウト領域（カラム、ライン）
１２２　　第１レイアウト領域の背景グラフィックスエレメント
１２４　　第１レイアウト領域の前景グラフィックスエレメント
１３０　　テーブルエレメントの第２レイアウト領域（カラム、ライン）
１３２　　第２レイアウト領域の背景グラフィックスエレメント
１３４　　第２レイアウト領域の前景グラフィックスエレメント
１４０，３４０　　描画装置
１０００　　コンピュータグラフィックス選択
１０１０　　レイアウトデータレコード作成
１０２０　　第１グラフィックスの割当て
１０３０　　第２グラフィックスの割当て
１０４０　　第３グラフィックスの割当ておよび描画幅
１０５０　　第４グラフィックスの割当て
１０６０　　第５グラフィックスの割当て
１０７０　　第６グラフィックスの割当て
１０８０　　グラフィックスへの書式指定
１０９０　　追加処理のためのレイアウトデータレコード供給
２０００　　レイアウトデータレコード選択
２０１０　　ページめくり命令の評価
２０２０　　段階幅調整
２０３０　　第２グラフィックスの描画幅の減少
２０４０　　描画のためのレイアウトデータレコード供給
２０５０　　描画幅が零に達したかどうかを検査
２１００　　背景への第１グラフィックスの割当て
２１１０　　描画幅を零に調整
２１２０　　段階幅調整
２１３０　　第３グラフィックスの描画幅の増大
２１４０　　描画のためのレイアウトデータレコード供給
２１５０　　全描画幅に達したかどうかを検査
２２００　　段階幅調整
２２１０　　第１グラフィックスの描画幅の減少
２２２０　　描画のためのレイアウトデータレコード供給
２２３０　　描画幅が零に達したかどうかを検査
２３００　　背景への第２グラフィックスの割当て
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２３１０　　描画幅を零に調整
２３２０　　段階幅調整
２３３０　　第６グラフィックスの描画幅の増大
２３４０　　描画のためのレイアウトデータレコード供給
２３５０　　全描画幅に達したかどうかを検査
２４００　　レイアウトデータレコードの操作
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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